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松嶽山初日を迎える会

◦とき　1 月 1 日㈷　6:00 〜
（開会式 7:00〜，小雨決行）

※御来光は 7:20 ごろです。

◦ところ　松嶽山展望台

◦内容　もちつき，句会，ぜん
ざい・はつがゆ接待 ほか

◦問い合せ先
厚狭公民館（☎ 72-0507）

償却資産の申告について
お知らせします

　固定資産税の課税対象は，土
地や家屋のほかに償却資産（事業
用資産）があります。
　償却資産の所有者は，毎年 1
月 1 日現在における償却資産に

農業委員会委員選挙人名簿への
登録申請

◦資格　平成 26 年 1 月 1 日現在
市内に住所を有し，平成 6 年 4
月 1 日以前に生まれた次のいず
れかに該当する人

① 10 アール以上の農地に耕作
の業務を営む人

②①の同居の親族またはその配
偶者で年間概ね 60 日以上耕
作に従事する人

③農業生産法人の組合員等で年
間概ね 60 日以上耕作に従事
する人

◦提出期限　1 月 10 日㈮

◦提出先　農業委員会事務局（山
陽総合事務所），農業委員会小
野田分局（市役所），埴生支所

◦名簿縦覧（異議申出）期間
2 月 23 日㈰〜 3 月 9 日㈰

◦問い合せ先
選挙管理委員会事務局

（☎ 82-1183）

新春の集い in 江汐

　総合型地域スポーツクラブ「す
げえちゃ・高泊」では，スポーツ，
芸術の分野から校区を越えたつ
ながりを発信していきます。
◦とき　1 月 13 日㈷　10:00 〜 
◦ところ　江汐公園
◦内容
　ウォーキング＆バードウォッ

チング，硬式テニス，キッズ
ダンス，グラウンドゴルフ，
健康マージャン

※下線の種目に参加を希望する人
は，事前に高泊公民館（☎ 84-
1500）に申し込んでください。

◦参加料　400 円
※「すげえちゃ・高泊」会員は

200 円です。
◦問い合せ先
　「すげえちゃ・高泊」事務局
（☎ 080-6267-4141　森下）

成人おめでとうセール

　新たに成人される方をお祝い
し応援するとともに，商業振興
の促進に向けた事業として「成人
おめでとうセール」を実施しま
す。参加協力店のサービス内容
を記載した「成人おめでとうクー
ポン」を持参した新成人とその家
族が，各種サービスを受けるこ
とができます。ただし，対象者
は協力店によって異なることが
あります。
　また，セール期間終了後，クー
ポンを使用した人とその協力店
双方に市内名産品等が当たる抽
選を行います。

◦期間
12 月 21 日㈯〜 1 月 13 日㈷

◦問い合せ先
商工労働観光課（☎ 82-1150）

ついて，申告が義務付けられて
います。

◦提出期限　1 月 31 日㈮

◦申告の方法
税務課に備え付けの申告書に

記入し提出（郵送でも可）

※過去に申告をし，償却資産課税

台帳に登録されている人には，

12月中に申告書を郵送します。

◦提出先　税務課，山陽総合事務

所市民窓口課

◦問い合せ先
税務課（☎ 82-1127）

野焼きは「一部の例外」を除き法律で禁止されています
　野焼きは，「一部の例外」をのぞき法律で禁止され
ています。違反すると 5 年以下の懲役，1 千万円以
下の罰金のいずれかまたはその両方が科せられます。

【一部の例外】
❖震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防，

応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
❖風俗習慣上または宗教上の行事を営むためにや

むを得ない物として行われる廃棄物の焼却

❖農業，林業または漁業を営むためにやむを得な
い物として行われる廃棄物の焼却

❖たき火その他日常生活を営むために通常行われ
る廃棄物の焼却であって軽微なもの

※該当する焼却であっても，できるだけ最小限にと
どめ，ビニール・プラスチック類が混ざらないよ
うに注意してください。

《問い合せ先》環境課（☎ 82-1144）


